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日ごろは、徳島市政の推進につきまして、格別のご配慮を賜り厚くお礼申しあ

げます。 

さて、徳島市を取り巻く社会情勢は、少子高齢化の進行や都市部への人口流出

による地域の活力低下、南海トラフ地震をはじめとする自然災害リスクの高まり、

さらには、高速道路の延伸による関西圏との直結など、大きく変化してきており

ます。 

こうした中、徳島市では、まちづくりの指針となる「徳島市まちづくり総合ビ

ジョン」に掲げる施策をはじめ、市民目線で様々な取り組みを展開し、「市民満足

度の高い、多くの人に住みたい、住み続けたいと思ってもらえるまち」の実現に

全力で取り組んでおります。 

また、地方創生への取り組みとして、国が東京一極集中の是正に向け策定を進

める「第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」や県の総合戦略を勘案するとと

もに、若者や産学など幅広い分野から意見を徴取し、地域の特性を生かした徳島

市の次期総合戦略を今年度中に策定することとしており、地方創生のさらなる充

実・強化に努めているところでございます。 

しかしながら、徳島市ならではの強みを生かした独自のまちづくりを機動的か

つ戦略的に推進し、県や周辺自治体との連携強化を十分に図りながら、「県都とく

しま」を再生させるためには、徳島市自らの努力はもちろんですが、国のご支援

やご協力が必要不可欠でございます。 

つきましては、令和２年度政府予算の編成に際し、徳島市にとって必要かつ緊

要な別添の要望事項について、是非ともご理解と特段のご高配を賜りますようお

願い申しあげます。 

 

令和元年７月 

 

 

徳島市長  遠 藤 彰 良   

 

ひじ 
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幼児教育・保育無償化に伴う財政措置について 
 

＜  主管省庁局   内閣府  子ども・子育て本部・総務省  自治財政局  ＞  

 

【要望の趣旨】  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

徳島市担当部課名  保健福祉部  子ども企画課  

これまで進めてきた地方自治体独自の取組も含めた子育て世帯

の経済的負担軽減策継続のため、 10 月からの保育料無償化後も、

現在の取組を継続して実施するために必要な財源の確保について、

要望するもの。 

 

◆現況・課題等  

従前から実施している地方自治体独自制度に 

よる幼児教育・保育の無償化対象世帯の経済的 

負担が増えないよう、副食費免除の対象範囲拡大  

に必要な財政措置について､特段のご配慮をお願い 

いたします。  

◆具体的要望内容  

副食費の免除対象の範囲を、現在保育料が無償化されている世帯まで
拡大し、幼児教育・保育の無償化に伴う負担増を防止する必要がある  

● 10 月からの幼児教育・保育無償化
の実施に伴い、副食費が実費徴収
となる。  

 
●自治体独自制度による無償化対象 

世帯のうち、国の 副食費免除 の
対象とならない世帯では、負担増
となる場合が生じる。  

 
 

 

 副食費の負担増への対策が必要  

 課  題   現  況  

【独自の経済的負担軽減策】  
 

○第３子について、国の制度
に上乗せして、市独自で 

 無償化している。  
（第 1・2 子の年齢制限なし） 

 
○徳島県の制度として、３歳  

から５歳の第２子の一部に

ついて無償化している。  
（所得制限あり）  



（様式１-２：添付資料） 
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１ 保育料無償化に関する副食費の取り扱い 
 

    対象者  現行制度  
無償化による変更

（国制度）  

副食費の 

取り扱い 

基本  
保育料の一部  
として徴収  

実費徴収  

年収 360 万円未満世帯  

保育料の一部  
として徴収  
※但し、条件  

により無償  
（保育料無償）  

免除  

年収 360 万円以上世帯  

保育料の一部  
として徴収  
※下記無償化の  

対象者を除く  

実費徴収  

第２子  

無償化  

対  象  

【市制度】  

年収 640 万円未満世帯

かつ  

第１子が 18 歳未満  

※県補助活用  

無償  

（保育料無償）  

実費徴収  
★負担増  

第３子  

無償化  

対  象  

【国制度】  

第１子､２子が  

小学校就学前  

無償  

（保育料無償）  
免除  

【市制度】  

第１子､２子の  

年齢制限なし  

※市単独補助  

無償  

（保育料無償）  

実費徴収  
★負担増  

 

２ 【参考】現在の多子世帯の保育料無償化（２号認定の子ども）  
 

対象者  徳島市の制度  徳島県の制度  国の制度  

第２子  

・市民税所得割額

168,999 円以下  

・ 18 歳未満の児童が２人 

以上いる世帯の第２子 

・世帯年収 640 万円未満 

・ 18 歳未満の児童が２人 

以上いる世帯の第２子 

－  

第３子  
・所得制限なし  

・年齢制限なし  

・世帯年収 640 万円未満 

・ 18 歳未満の児童が３人 

以上いる世帯の第３子 

【年収 360 万円未満】  

年齢制限なし  

【年収 360 万円以上】  

小学校就学前児童が

３人以上いる世帯の

第３子  
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｢強い農業・担い手づくり総合支援交付金｣の 
採択要件緩和について 

 

＜  主管省庁局   農林水産省  生産局  ＞  

【要望の趣旨】  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

徳島市担当部課名  経済部  農林水産課  

 

施設・設備の老朽化が著しく、本市食肉センターの施設整備が必

要となっているが、現状の処理頭数実績では｢強い農業・担い手づ

くり総合支援交付金｣の採択要件を満たすことは困難であることか

ら、採択要件緩和を要望するもの。  

◆現況・課題等  

当センターが県域における基幹的な流通拠点としての役割を果たし、  
畜産業及び地域経済を活性化させる観点からも、新施設の建設に対する  
補助金等の十分な支援が必要である  
からも必要である  

  

○築 30 年が経過し、施設・設
備の老朽化が著しく、安全基
準の厳格化が困難である。  

 
○当センターは、県内でと畜さ

れる牛の約 90％を処理して
いる。  

 
○平成 30 年度の処理頭数実績

は豚換算 198 頭 /日。  

●グローバル化に必要不可欠な国
際的な衛生管理基準ＨＡＣＣＰ
（ハサップ）等に対応した高度
な衛生管理ができる施設整備が
必要となっている。  

 
●県内食肉処理施設の再編統合を

踏まえても、国補助金の採択要
件である整備後の処理能力豚換
算 700 頭 /日を満たすことは困
難である。  

 
 
 
 
 

多額の施設整備費が  
大きな障害  

■ 食肉セ ンター  

現  況  課  題  

実状に合った適正規模の高度な衛生管理ができる新施設を建設するた

めに、国補助金の採択要件にある、１日当たりの処理能力等の要件緩和に

ついて特段のご配慮をお願いいたします。  

◆具体的要望内容  

食 肉セン ター  
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１ 本市食肉センターと畜頭数の推移  

 

２ 徳島市食肉センター新施設整備の事業効果 
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施設老朽化等による県外  
流出により､ピーク時(H6) 
と比較して  約６割減少  

産業のグローバル化への対応、「もうかる農林水産業」の推進  

 

⑴  輸出の拡大に対応（ＨＡＣＣＰ、ハラール対応等）  

ブランド品目の振興、地域産業の基盤強化  

 

⑵  県内生産者の処理完結率の向上  

食の安全・安心の推進  

 

⑶  口蹄疫等の家畜伝染病発生時の危機管理に対応  

（ 百頭）  

豚換算 
頭 数 

（ 年度）  
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地籍調査事業の推進について 
 

＜  主管省庁局   国土交通省  土地・建設産業局  ＞  

 

【要望の趣旨】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

徳島市担当部課名  都市整備部  都市政策課 

南海トラフ地震の発生が切迫する中、被災後の迅速な復旧復興 

対策に向けては地籍調査の完了が急務であり、その推進のため、

予算の継続的な確保を要望するもの。  

◆現況・課題等  

南海トラフ地震への備えは必要不可欠であり､地籍調査事業の予算額の確保

にあたっては､社会資本整備総合交付金はもとより､交付金の対象とならない

地域における地籍調査推進のため、地籍調査費負担金についても十分な確保

を図っていただきますよう、ご配慮をお願いいたします。  

◆具体的要望内容  

第７次十箇年計画に基づき、津波浸水想定地域での調査を推進  
していくためには、地籍調査費負担金等の安定した確保が必要である  

●津 波 浸 水 被 害 想 定地 域 の 調 査 

未 実 施 地 域 が 多 いこ と か ら 、 

南 海 ト ラ フ 地 震 被災 後 の 復 旧 

復興に大きな支障となる。  
 
●令和２年度からの第７次十箇年

計画においては、緊急性の高い

津波浸水被害想定地域への重点化

を図り、調査を着実に進めていく

ことが急務である。  

 

 

 

 

○本市の進捗率は 24.5%であり、
全国及び県平均と比べて低い状
況である。 (平成 29 年度末 ) 

 
○本市では、南海トラフ地震での

津 波 浸 水 被 害 想 定 地 域 の 内 、 
約６割が調査未実施である。  

 

徳島市  面積 (ｋ㎡ )  

実施計画の総面積  170.78 

津波浸水被害想定
地域の面積①  

 57 .50  

①の内、調査未実
施地域の面積  

 32 .65  
 (56 .7%)  

 

 課  題   現  況  

迅速な復旧復興に不可欠な地籍調査 
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１ 徳島市の地籍調査状況マップ（地籍調査Ｗｅｂサイトより）  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 徳島市の防災マップ（徳島県総合地図提供システムより）  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地 籍調査 実施済 み、実 施中の 地域  

国 土調査 法第 19 条 第 5 項に よる  
指 定が行 われた 地域  

都 市官民 境界基 本調査 または 山村
境 界基本 調査が 行われ た地域  

土地区画整理事業等が行われ、地籍 
が一定程度明らかになっている地域 

都道府県有林等の大規模国・公有地 

国 有林野 （地籍 調査の 対象外 地域） 

地 籍調査 未実施 地域  
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徳島市内の連続立体交差事業の推進について 
 

＜  主管省庁局   国土交通省  都市局、道路局  ＞  

 

【要望の趣旨】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徳島市担当部課名  都市整備部  まちづくり推進課 

市 街 地 の 一 体 化 や 交 通 渋 滞 の 緩 和 を 図 る た め 、 徳 島 駅 西  

か ら 文 化 の 森 駅 付 近 ま で の 連 続 立 体 交 差 事 業 の 推 進 に つ い

て、要望するもの 。  

◆現況・課題等  

徳島市では、連続立体交差事業と一体化した徳島駅周辺の整備により、 
中心市街地におけるにぎわいの創出やまちの魅力づくりを可能とする新たな
まちづくり計画を策定しました。今後、まちづくり計画の内容の深度化を  
図り、その実現に向けて取り組んでいくところでございます。  

つきましては、本市まちづくりへのご協力と連続立体交差事業の推進に  
ついて、特段のご配慮をお願いいたします。  

◆具体的要望内容  

将来に向けて本市が持続的に発展していくためには、  
まちづくりと連続立体交差事業を一体として行う必要がある  

●徳島駅西－文化の森駅付近(4.7km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちの魅力を  
生かしきれていない  

様々な都市活動の支障となり､
中心市街地の活力が低下  

避難路の確保や救命・救 急
活動の迅速化等、災害に強い
まちづくりが喫緊の課題  

○ＪＲ高徳線､徳島線及び牟岐線  
  
⇒本市中心部は､様々な都市機能 

が集積する本県の政治 ･経済
・文化の中枢であるとともに、
交通の要衝となっている。  

 
⇒ＪＲは陸上交通の大動脈として､

県勢全体の発展に大きな役割
を果たしている。  

 
○佐古駅を中心とした 3.7 ㎞  

区間が平成７年に完成  
  
⇒新たな道路や高架側道の整備

により、交通渋滞が緩和され、
また高架下を駐輪場に活用す
るなど、利便性の高いまちが
構 築 さ れ 、 都 市 の 活 性 化 が 
進んでいる。  

 課  題   現  況  

さらには  

多くの踏切 (13 箇所 )や立体
交 差 に よ り 円 滑 な 移 動 が 

できない  



徳島市内の連続立体交差事業の概要図
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事故の発生
（横土手踏切）

急勾配で危険な踏切
（神成第２踏切）

ボトルネック踏切
（花畑踏切）

慢性的に渋滞し
大規模改築が
必要な立体交差

（堀南第１踏切）

城山

袋小路
が多く

救護活動
に支障

階段が
多く車いす
など通行
できない

階段が
多く車いす
など通行
できない

袋小路
が多く

救護活動
に支障

広域避難場所であるが
駅南から行けない

広域避難場所であるが
駅南から行けない

徳島駅

道路と鋭角に交差し
危険な踏切

（東富田第３踏切）
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吉野川の直轄管理区間における 
洪水・地震津波対策の促進について 

 

＜  主管省庁局   国土交通省  水管理・国土保全局  ＞  

【要望の趣旨】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徳島市担当部課名  土木部  下水道事務所  建設課  

台風等の洪水による浸水被害や今後想定される南海トラフ巨大
地震の津波被害の軽減を図るため、吉野川・今切川において必要な
対策の実施に向け、治水事業費の予算枠の拡大について要望すると
ともに、直轄河川改修事業等の整備促進を要望するもの。  

◆現況・課題等  

吉野川における直轄河川改修事業等の整備促進と新規箇所の早期事業化
について、特段のご配慮をお願いいたします。  

 
➊  榎瀬川樋門改築事業  

・榎瀬川樋門改築の早期完成   
➋  吉野川・今切川の洪水・地震津波対策  

・今切川の無堤地区への堤防整備及び堤防耐震対策の促進  
・今切川右岸宮島江湖川及び榎瀬江湖川合流点への水門の新設  

➌  内水対策  
・角ﾉ瀬排水機場の能力向上 (20 ㎥ /s→ 40 ㎥ /s) 
・宮島江湖川及び榎瀬江湖川における排水機場の新設  

 
また、近年、全国各地で発生している異常気象を勘案すると、今後、さら

に水害が多発する恐れがあり、洪水被害を未然に防ぎ、市民の安全で安心な
生活を確保するためにも、治水事業の予算枠の拡大を図っていただきますよ
うお願いいたします。  

◆具体的要望内容  

市民の安全で安心な生活を確保するため対策が必要である  

●津波等による浸水被害の発生を
防止するため、樋門改築の早期
完成が望まれている。  

 課  題   現  況  

○榎瀬川樋門改築事業  
⇒南海トラフ巨大地震等により、

樋門の機能が失われ、津波等の
浸水被害拡大のおそれがある。  

○今切川の洪水･地震津波対策  
⇒堤防の無い地区や堤防の液状

化対策が出来ていない地区が
存在する。  

○飯尾川流域等の浸水被害  
⇒台風 11 号 (H26)で､多数の家屋

が浸水被害を受け、内水対策
を中心とした要望や意見が相
次いでいる。  

●洪水や地震･津波による浸水被害
が発生するため、無堤部対策や
液状化対策の実施により、洪水
や 地 震 津 波 に よ る 浸 水 被 害 を 
防止する。  

●内水被害の軽減に向け、ハード  

･ソフト対策の充実が必要である。 



➊ 

➋・➌ 

今切川                   

宮島江湖川水門 

今切川  

榎瀬江湖川水門 
今切川河口堰 

中島 

加賀須野 

米津 
中島 

榎瀬 

吉野川 

徳島市 

松茂町 
北島町 

承認番号 平30徳島市指令第127号 

(継続中) 

(実施済) 

飯 尾 川 概 要 図 

➌ 

Ｐ 

徳島市 

飯尾川 

地理院地図 より 

洪 水 ・ 地 震 津 波 対 策 箇 所 

    ：地震津波対策と洪水対策が重複する区間 
       として築堤等対策を進める箇所 

    ：液状化対策必要区間 
    ：対策実施済箇所 
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高規格道路網等の整備促進について 
 

＜  主管省庁局   国土交通省  道路局  ＞  

【要望の趣旨】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

徳島市担当部課  都市整備部  広域道整備課  

地方創生、国土強靭化、生産性の向上を実現し、ストック効果を
最大限に発揮させるため、四国横断自動車道の整備促進及び徳島自
動車道の早期４車線化並びに徳島環状道路の整備促進による高規
格道路網等の整備について、要望するもの。  

○四国横断自動車道  
⇒徳島東 IC-徳島 JCT 間は､令和３年度

供用に向け整備中。  
⇒津田 IC-徳島東 IC 間は､令和２年度 

供用に向け整備中。  
 

○徳島自動車道  
⇒暫定２車線区間が約８割。  

阿波 PA 付近 7.5km の付加車線を
整備中。  

⇒ H31.3 に「脇町・  
美 馬 間 」 4.8km 
の付加車線設置  
を事業認可。  

 
○徳島環状道路  

⇒南環状道路では改良工事を推進中。 
及び事業認定申請に向け準備中。 

 

●四国横断自動車道  
⇒徳島市の産業集積地である

マリンピア沖洲産業団地や
徳島県木材団地と高速道路
へのアクセスが不便である。 

 
●徳島自動車道  

⇒利用者の安全性や快適性が
不十分。  

⇒大規模災害時の対応に不安。 
 

●徳島環状道路  
⇒都市内交通や通過交通が市内 

中心市街地に集中するため、
交通渋滞が慢性化し、日常  
生活や地域の経済活動に深刻
な影響を及ぼしている。  

地方創生を力強く進めるための基盤となる  
高規格道路網等の整備を促進する必要がある  

高規格道路網等の整備促進について、特段のご配慮をお願いいたします。 
 
➊  四国横断自動車道  

・徳島東 IC-徳島 JCT 間の整備促進  
・津田 IC-徳島東 IC 間の整備促進  
・阿南 IC-津田 IC 間の開通時期の早期提示  

➋  徳島自動車道の早期４車線化  
➌  徳島南環状道路の建設促進  

 
また、今後の予算編成にあたっては、新たな財源の創設を含め、公共事業

予算を最大限確保するようお願いいたします。加えて、「強い物流」の実現
に向けて、徳島環状道路を重要物流道路に指定し、補助事業による重点整備
促進についても、特段のご配慮をお願いいたします。  

◆具体的要望内容  

◆現況・課題等  

 課  題   現  況  

  



高速道路延伸により地域経済の好循環が加速 

○四国横断自動車道は平成２７年３月に鳴門JCT～徳島ICが開通 
現在、徳島JCT以南の事業を推進中 

○鳴門JCT～徳島・徳島東ICの開通見通の公表後 

 「工場立地件数」が2.3倍に増加し臨海部の企業立地を促進 
○津田ICの連結許可（H27.7）を契機に、 

     新たな「陸・海・空の結節点」が誕生 

板野 IC

鳴門北 IC

鳴門 IC

鳴門JCT

松茂SIC

徳島JCT

徳島 IC

藍住 IC

高松自動車道

小松島 IC

徳島東 IC

津田 IC

徳島東IC～津田ＩＣ 

L=2.8km 

鳴門JCT～徳島IC 

L=10.9km 

H27.3開通 

 

工場立地箇所 

（H11～H17）：   

（H18～H24）： 

徳島県 

※上記地図は、国土地理院ホームページ（http://maps.gsi.go.jp）をもとに作成。 

■開通見通し前後の工場立地件数の伸び 

２.３倍 更なる企業進出による   
地域経済の好循環を期待 

  H1１～H17       
 （公表前７年間）      

※対象エリアは徳島市、鳴門市、松茂町 
※件数は徳島県調べ 

H18～H24 
（公表後７年間） 

新町川 → 

勝浦川 → 

徳島東ＩＣ 

R3開通 

ﾏﾘﾝﾋﾟｱ沖洲産業団地 
完売（47ha 137社） 

重
要
港
湾
 
徳
島
小
松
島
港
湾
 

徳島県木材団地 

津田ＩＣ 

新たな「陸・海・空の結節点」 

埋立予定地 

H18.3開通見通し公表 

津田ＩＣ～阿南IC 

L=14.9km 

事業中 

R2年度開通予定 

R2開通 

R3年度開通予定 

徳島JCT～徳島東ＩＣ 

L=4.3km 
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高速道路整備によるストック効果の発現 

徳島JCT 
徳島東IC 

津田IC 

小松島IC 

阿南IC 

松茂ｽﾏｰﾄ IC 
四
国
横
断
自
動
車
道
 

阿
南
安
芸
自
動
車
道
 

 徳島阿波 
 おどり空港 

   県営西長峰工業団地 
 H25 完売    大塚製薬 

 H2７ 完売 

鳴門JCT 

脇町 IC 
美馬 IC 

土成 IC 

吉野川ｽﾏｰﾄ IC 井川池田 IC 

上板SA 

吉野川SA 

池田PA 
川
之
江
東
 
 

藍住 IC 徳島 IC 

JCT 

  

Ｈ27 松茂ｽﾏｰﾄ IC 開通 

    空港とのアクセス性が向上 

 

｢徳島JCT･津田間｣の早期供用 

ストック効果の最大化！ 

 徳島阿波おどり空港 
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※H27年度 交通センサスより 

一般国道192号 

徳島環状道路 約35km 

 『徳島環状道路』の早期整備 で中心部の渋滞緩和！ 
地域生産性の向上による『地方創生』実現を！！ 

路線名 
番
号 

観測地点  地名 
平日24時
間交通量  
(台/日) 

一般国道  
55号 

徳島市大松町上の口 44,523 

徳島市八万町沖須賀 58,962 

一般国道
11号 

徳島市川内町鈴江北 57,493 

徳島市東吉野町１丁目 70,906 

徳島市徳島本町１丁目 60,247 

一般国道
192号 

徳島市国府町観音寺 20,505 

徳島市庄町 28,928 

徳島市南出来島町 32,347 

1 

徳島市中心部 
渋滞状況 
一般国道11号 

徳島市中洲町付近 
 

園瀬橋北詰交差点 
主要渋滞箇所から除外 

上八万ＩＣ～八万町橋北間の供用
（H27.2月供用） 

徳島東環状線 
新浜八万工区 
(整備推進中) 

徳島東環状線 
末広住吉工区 
(整備推進中) 

徳島東環状線 
阿波しらさぎ大橋 

(H24.4月供用) 

国土交通省 

徳島県(道路事業) 

徳島県(街路事業) 

供用中 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

徳島東環状線 
 川内工区 

 (H24.4月 供用) 

渋滞長900m→80m 

L=4
.6

km
 

L=1
.5

km
 

L=6
.1

km
 

L=2
.2

km
 

L=4.0km L=2.2km L=1.1km 

L=9.5km 

L=1.7km 
側道暫定供用 

側道開通 本線等開通 

L＝
3

.3
km

 
L＝

1
.3

km
 

L＝
1

.8
km

 

徳島西環状線 
国府藍住工区 

徳島西環状線  
国府工区 

70,906台/日 

44,523台/日 

園瀬橋北詰交差点 

主要渋滞箇所から除外 

（H27.9月） 

徳島南環状道路 
(整備促進中) 

58,962台/日 

60,247台/日 

28,928台/日 

32,347台/日 

6 

7 8 

5 

4 

3 

2 

1 

57,493台/日 

20,505台/日 
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地方における訪日外国人旅行者受入環境整備について 
 

＜  主管省庁局   国土交通省  観光庁  ＞  

 

【要望の趣旨】  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徳島市担当部課名  経済部  観光課  

 

○徳島県の宿泊者数は４年連続全国最下位 
 
【徳島市の取組】  
 
○平成 30 年度まで  

・徳島東部地域のＤＭＯ設置  

・市立高校と台湾国立潮州高級中学が  

姉妹校となり相互交流実施  

・台湾向け誘客事業実施  

・台湾花蓮県吉安郷と友好交流協定締結 
 
○令和元年度  

・委託型免税カウンター整備検討  

・台湾に加え香港向け誘客事業実施  

・地方において訪日外国人旅行者数を増加させるためには、利便性向上
のための環境整備に対する継続的な財政支援が必要である  

・外国人の利用者数がそれほど多くない地方の商店街における免税店数
を増加させるためには、設置要件の緩和が必要である  

地方における訪日外国人旅行者の利便性の向上のため、平成３１

年度に創設された『観光地の「まちあるき」の満足度向上整備支援

事業』の継続的な実施など、さらなる支援を要望するもの。 

 現  況  

●訪日外国人旅行者の利便性

向上と観光消費額の拡大  
 

⇒ナイトタイムエコノミー

を踏まえ、繁華街への無

料Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備  

⇒ＩＣＴを活用したまち  

あるき環境の整備・充実  

 

●免税店を増加させ  

るための要件緩和  

 

◆現況・課題等  

地方における訪日外国人旅行者の利便性向上のため、特段のご配慮をお願

いいたします。  
 
➊  『観光地の「まちあるき」の満足度向上整備支援  

事業』の令和２年度以降の継続的な実施   
➋  大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗  

内に設置された免税カウンターを、周辺商店街の  
免税カウンターと兼ねるための法律要件の緩和  

◆具体的要望内容  

 課  題  
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１ 徳島市内外国人旅行者延べ宿泊者数の状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

２ 免税店数の状況  
 
   「観光立国推進基本計画」（平成 29 年３月）では、「地方における免税店数を  

平成 30 年に２万店規模へ増加させる」となっている。  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３ 免税一括カウンター（手続委託型輸出物品販売場）の設置要件等  

 

 

 

 

   平成 25 年 4 月  平成 31 年４月  

全    国    4,622 店舗  50,198 店舗  

  うち地方  1,320 店舗  19,041 店舗  
    

四国の状況  徳島県  2 店舗  95 店舗  

  香川県  28 店舗  255 店舗  

  愛媛県  15 店舗  223 店舗  

  高知県  3 店舗  132 店舗  

 

（ 人）  

【設置要件】  

消費税法施行令第 18 条の 2 第 4 項で次のとおり規定されている。  
 

①  商店街振興組合法に規定する商店街組合の定款に定められた地区に所在す

る販売場  

②  中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合の定款に定められた地区に

所在する事業者が近接して事業を営む地域であって、その大部分に一の商

店街が形成されている地域に所在する販売場  

③  大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗内にある販売場  

④  一棟の建物内にある販売場  
 

※  消費税法施行令第 18 条の 2 第 6 項で、①と②に設置された免税手続きカウ

ンターは、条件によっては、隣接・近接する商店街等の免税カウンターを

兼ねることができることになっている。  

概ね達成  

全国 45 位 

(徳島税務署管内 43) 

 

（ 年度）  

11,628  

6,406  7,484  
8,489  

5,470  

9,455  

12,615  

18,808  

28,450  

39,538  
40,957  
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